
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
シートをボディに固定する剛性部に配置され、前記剛性部の撓みを検出することによりシ
ート上の重量を検出する重量検出手段と

アの開閉状態を検出するドア開閉検出手段 、

前記ドア開閉検出手段により検出されたドア開閉状態が、ドア閉状態からドア開
状態に変化したことを示す第１の条件が成立した後、前記重量検出手段による検出重量が
、第１の検出重量から、前記第１の検出重量よりも所定値以上軽い第２の検出重量に変化
したことを示す第２の条件が成立した場合に、前記第２の検出重量を基準重量として記憶
する記憶手段と、
前記重量検出手段によって検出された検出重量と、前記記憶手段に記憶されている基準重
量との差に基づいて、シート上の乗員または物体の有無を判断する判断 とを備えるこ
とを特徴とする乗員検知システム。
【請求項２】

ことを特徴とした請求項１に記載の乗
員検知システム。
【請求項３】
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、
ド と
車両のイグニッションスイッチのオン／オフ状態を検出するイグニッション検出手段と、
前記イグニッション検出手段により検出されたイグニッションスイッチがオン状態である
場合に、

手段

前記記憶手段は、前記第１の条件が成立後、所定時間内に前記第２の条件が成立した場合
に、前記第２の検出重量を基準重量として記憶する



。
【請求項４】

。
【請求項５】

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両用の乗員シートに乗員が着座しているか否かを検知する乗員検知システム
に関し、詳しくは、シート上の乗員有無を判断するための基準となる空席時における基準
重量の補正方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の乗員検知システムとしては、例えば、特開平９－３０１１２０号公報に記載された
乗員検知システムが知られている。
【０００３】
この乗員検知システムは、車両のボディ上に固定され、シートを保持する剛性部分に歪ゲ
ージを配置させ、乗員がシートの座部に座った場合、剛性部分が撓むことから、歪ゲージ
がその歪みを検出して乗員の着座を検知している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特開平９－３０１１２０号公報に記載された従来の乗員検知システムでは
、シート上に乗員が着座していない時の歪ゲージの出力値に比べ、大きな歪を示す値が出
力された場合に乗員が着座したと判断しているため、例えば軽微な衝突等により車両のボ
ディが歪んでしまった場合、ボディが歪む前と後とでは、シート上に乗員が着座していな
い状態での歪ゲージの出力値は異なる値を出力することがあり、この出力値を基準として
乗員の有無を判断するため、シート上に乗員が着座したかどうかを正確に判断できない可
能性がある。
【０００５】
本発明は、上記問題を解決するものであり、ボディの歪みによりシート上に乗員が着座し
ていない時の歪ゲージの出力値が変化してしまった場合でも、この値を適切に補正するこ
とにより、シート上の乗員有無の判断を確実に行うことができる乗員検知システムを提供
することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するために、請求項１に記載の

【０００７】
すなわち、請求項１に記載の
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前記記憶手段は、前記イグニッション検出手段により検出されたイグニッションスイッチ
がオフ状態からオン状態に変化した時に、前記重量検出手段によって検出された第３の検
出重量が負の場合に、前記第３の重量を基準重量として記憶することを特徴とした請求項
１または２に記載の乗員検知システム

前記記憶手段は、前記第２の検出重量を所定数記憶するものであって、
　前記記憶手段に記憶された複数の検出重量に対して統計処理を行うことにより、基準重
量を算出する基準重量算出手段をさらに備えることを特徴とした請求項１または２に記載
の乗員検知システム

前記記憶手段は、前記第２の検出重量および前記第３の検出重量の少なくともどちらか一
方を所定数記憶するものであって、
　前記記憶手段に記憶された複数の検出重量に対して統計処理を行うことにより、基準重
量を算出する基準重量算出手段をさらに備えることを特徴とした請求項３に記載の乗員検
知システム

乗員検知システムは、以下の構成を備える
ことを特徴とする。

乗員検知システムは、シートをボディに固定する剛性部に配
置され、前記剛性部の撓みを検出することによりシート上の重量を検出する重量検出手段



【０００８】

【０００９】

【００１０】

【００１１】

【００１２】

【００１３】

【００１４】

【００１５】
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と、ドアの開閉状態を検出するドア開閉検出手段と、車両のイグニッションスイッチのオ
ン／オフ状態を検出するイグニッション検出手段と、前記イグニッション検出手段により
検出されたイグニッションスイッチがオン状態である場合に、前記ドア開閉検出手段によ
り検出されたドア開閉状態が、ドア閉状態からドア開状態に変化したことを示す第１の条
件が成立した後、前記重量検出手段による検出重量が、第１の検出重量から、前記第１の
検出重量よりも所定値以上軽い第２の検出重量に変化したことを示す第２の条件が成立し
た場合に、前記第２の検出重量を基準重量として記憶する記憶手段と、前記重量検出手段
によって検出された検出重量と、前記記憶手段に記憶されている基準重量との差に基づい
て、シート上の乗員または物体の有無を判断する判断手段とを備えることを特徴とする。

すなわち請求項１に記載の発明では、イグニッションスイッチがオン状態であり、ドア閉
状態からドア開状態に変化した後に、重量検出手段の検出重量が第１の検出重量から第２
の検出重量へと所定値以上減少した場合には、シート上の乗員が降車した、もしくは物体
が降ろされたとして、減少後の第２の検出重量を基準重量として記憶し、重量検出手段に
よって検出された検出重量と基準重量との差に基づいてシート上の乗員もしくは物体の有
無を判断するようにしたため、シート上の乗員もしくは物体の有無を正確に判断すること
ができる。

また請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の乗員検知システムにおいて、前記第１の
条件が成立後、所定時間内に前記第２の条件が成立した場合に、前記第２の検出重量を基
準重量として記憶することを特徴とする。

すなわち請求項２に記載の発明では、ドア閉状態からドア開状態に変化した後、所定時間
内に基準重量を記憶しているため、ドア開後、乗員が直ちに降車した場合のみ空席状態で
ある基準重量を記憶することができる。

また請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の乗員検知システムにおいて、前
記イグニッション検出手段により検出されたイグニッションスイッチがオフ状態からオン
状態に変化した時に、前記重量検出手段によって検出された第３の検出重量が負の場合に
は、前記第３の重量を基準重量として記憶することを特徴とする。

すなわち請求項３に記載の発明では、イグニッションスイッチがオフ状態からオン状態に
変化した時に、重量検出手段により検出された第３の検出重量が負であった場合には、第
３の検出重量を基準重量として記憶するようにしたため、重量検出手段により検出された
検出重量が負であった場合はシート上に乗員または物体は存在しないと判断し、第３の検
出重量を基準重量として記憶することができる。

また請求項４に記載の発明は、請求項１または２に記載の乗員検知システムにおいて、前
記記憶手段は、前記第２の検出重量を所定数記憶するものであって、前記記憶手段に記憶
された複数の検出重量に対して統計処理を行うことにより、基準重量を算出する基準重量
算出手段をさらに備えることを特徴とする。

すなわち請求項４に記載の発明では、所定数の第２の検出重量に対して統計処理を行い、
その結果を空席状態である基準重量として記憶するようにしたため、重量検出手段の測定
誤差や、乗員乗降時のあいまい動作による誤差を抑えることができる。

また請求項５に記載の発明は、請求項３に記載の乗員検知システムにおいて、前記第２の
検出重量および前記第３の検出重量の少なくともいずれか一方を所定数記憶するものであ
って、前記記憶手段に記憶された複数の検出重量に対して統計処理を行うことにより、基
準重量を算出する基準重量算出手段をさらに備えることを特徴とする。



【００１６】

【００１７】

【００１８】

【００１９】

【００２０】

【００２１】

【００２２】

【００２３】

【００２４】

【００２５】

【００２６】

【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２８】
（第１の実施の形態）図１は本発明の第１の実施の形態を示す構成図である。
【００２９】
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すなわち請求項５に記載の発明では、所定数の第２または第３の検出重量の少なくともど
ちらか一方に対して統計処理を行い、その結果を空席状態である基準重量として記憶する
ようにしたため、重量検出手段の測定誤差や、乗員乗降時のあいまい動作による誤差を抑
えることができる。

【発明の効果】
　請求項１に記載の発明によれば、以下の効果を奏する。

すなわち、請求項１に記載の発明によれば、イグニッションスイッチがオン状態であり、
ドア閉状態からドア開状態に変化した後に、重量検出手段の検出重量が第１の検出重量か
ら第２の検出重量へと所定値以上減少した場合には、シート上の乗員が降車した、もしく
は物体が降ろされたとして、減少後の第２の検出重量を基準重量として記憶するようにし
、基準重量を基にシート上の乗員もしくは物体の有無を判断するようにしたため、シート
上の乗員もしくは物体の有無を確実に判断することができる。

請求項２に記載の発明によれば、以下の効果を奏する。

すなわち、請求項２の発明によれば、ドア閉状態からドア開状態に変化した後、所定時間
内に基準重量を記憶しているため、ドア開後、直ちに乗員が降車した、もしくは物体が降
ろされた場合のみ空席状態である基準重量を記憶することができ、例えば車両清掃を行う
等、頻繁に乗降が発生する場合、乗降の度に基準重量が記憶される事を防止できる。

請求項３に記載の発明によれば、以下の効果を奏する。

すなわち、請求項３に記載の発明によれば、イグニッションスイッチがオフ状態からオン
状態に変化した時の重量検出手段の検出重量が負であれば、シート上は空席状態であると
判断して基準重量を記憶しているため、例えば助手席シートの基準重量にずれが発生して
おり、かつ、長い期間、助手席に乗員が乗降しなかった場合でも、基準重量を記憶するこ
とができる。

請求項４に記載の発明によれば、以下の効果を奏する。

すなわち、請求項４に記載の発明によれば、所定数の第２の検出重量に対して統計処理を
行い、その結果を空席状態の基準重量として記憶するようにしたため、重量検出手段の測
定誤差や、乗員乗降時のあいまい動作による誤差を抑えることができ、シート上の乗員も
しくは物体の有無を正確に判断できる。

請求項５に記載の発明によれば、以下の効果を奏する。

すなわち、請求項５に記載の発明によれば、所定数の第２または第３の少なくともどちら
か一方の検出重量に対して統計処理を行い、その結果を空席状態の基準重量として記憶す
るようにしたため、重量検出手段の測定誤差や、乗員乗降時のあいまい動作による誤差を
抑えることができ、シート上の乗員もしくは物体の有無を正確に判断できる。



図１に示すように、乗員検知ユニット１は電源２と接続されている。更に、乗員検知ユニ
ット１には、シート上の重量を検出する重量センサ３、ドア開閉状態を検出するドアスイ
ッチ４、イグニッションスイッチ５が接続されており、乗員検知ユニット１は、これらの
信号を基にシート上の乗員の有無を判断して、エアバッグコントローラ６に乗員検知信号
を出力する。エアバッグコントローラ６は、この乗員検知信号と、図示しない加速度セン
サからの加速度信号に基づき、図示しないエアバッグの制御を行う。
【００３０】
重量センサ３は、図５に示す歪センサ２３と図示しない回路部とによって構成されている
。歪センサ２３はボディ２０に固定され、シート２１を保持するシートフレーム２２の略
中央部に配置されている。この歪センサ２３に加わる重量の変化による歪を回路部で抵抗
の変化として検出し、この検出信号を乗員検知ユニット１に出力する。
【００３１】
ここで、乗員検知ユニット１の構成について説明する。
【００３２】
重量算出部７は、重量センサ３からの検出信号（抵抗値）から重量Ｗを算出し、重量変化
検出部８、データ処理部１１、判断部１３に出力する。
【００３３】
ドアスイッチ変化検出部９は、内部に第１タイマ１０を備え、ドアスイッチ４からのドア
開閉信号をモニタし、ドア閉状態からドア開状態に変化した時に第１タイマ１０にて計時
を開始し、所定時間、例えば１０ｓｅｃ間、ドア開閉信号を重量変化検出部８及びデータ
処理部１１に出力する。
【００３４】
重量変化検出部８は、ドア開閉信号を受けた時点における重量算出部７からの重量Ｗの値
に比べ、ドアスイッチ変化検出部９からのドア開閉信号を受けている間の重量Ｗの値が所
定値、例えば３０ｋｇ以上軽くなった場合に重量変化信号をデータ処理部１１に出力する
。
【００３５】
データ処理部１１は、電源２からの電源供給が開始されたことを受け、イグニッションス
イッチがオフからオンになったことを認識し、重量検出部７から送られてくる重量Ｗの値
が負かどうかを判断し、負の値である場合は、この重量ＷをＥＥＰＲＯＭ１２内の履歴記
憶部に記憶する。
【００３６】
また、ドアスイッチ変化検出部９からのドア開閉信号を受信している間に重量変化検出部
８から重量変化信号を受信した場合、重量算出部７から送られてくる現時点での重量Ｗの
値と１サイクル前の重量Ｗ（ ― １ ） の値とを比較し、その差が所定値以内、例えば±０．
１％以内であれば現時点の重量Ｗの値をＥＥＰＲＯＭ１２内の履歴記憶部に記憶する。そ
して、履歴記憶部に１０個の重量Ｗが記憶された場合には、その平均値を算出し、基準重
量ＳとしてＥＥＰＲＯＭ１２内の基準重量記憶部に記憶する。
【００３７】
ＥＥＰＲＯＭ１２は、シート上の乗員の有無を判断する際の基準重量Ｓを記憶する基準重
量記憶部と、基準重量Ｓを算出するためのデータを記憶する履歴記憶部とを有している。
履歴記憶部は例えば１０個のデータが記憶できるように設定されている。
【００３８】
判断部１３は、重量算出部７からの重量ＷとＥＥＰＲＯＭ１２内に記憶されている基準重
量Ｓを比較することにより乗員の有無を判断し、乗員検知信号をエアバッグコントローラ
６に出力する。
【００３９】
電源制御部１４は、イグニッションスイッチ５から入力されるオン／オフ状態に基づいて
、イグニッションスイッチ５がオンのときだけ各部に電源を供給する。
【００４０】
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続いて、本発明の第１の実施の形態について、図２のフローチャートに従って乗員検知ユ
ニット１における処理内容を説明する。ここでは助手席シートにおける乗員検知システム
を例に挙げる。
【００４１】
本フローチャートは、電源制御部２がイグニッションスイッチ５のオン状態を検出した場
合に開始される。
【００４２】
ステップＳ１０１にて、イグニッションスイッチがオン状態になったときの重量算出部７
の出力値を読み込む。ここで、この値を重量Ｘとする。
【００４３】
ステップＳ１０２にて、重量Ｘが０ｋｇよりも小さいか、つまり負の値かどうかを判断す
る。肯定された場合はステップＳ１０３にて重量Ｘの値を空席時の重量としてＥＥＰＲＯ
Ｍ１２内の履歴記憶部に記憶し、ステップＳ１１４に進む。一方、否定された場合はステ
ップＳ１０４に進む。
【００４４】
ステップＳ１０４にて、ドアスイッチ変化検出部９の第１タイマ１０の値Ｔ１をクリアす
る。
【００４５】
ステップＳ１０５にて、電源制御部２はイグニッションスイッチ５がオフされたかどうか
を判断し、肯定された場合は処理を終了する。一方、否定された場合はステップＳ１０６
に進む。
【００４６】
ステップＳ１０６にて、ドアスイッチ変化検出部９はドアスイッチ２からの信号に基づき
助手席側のドアが閉状態から開状態に変化したかを判断し、否定された場合はステップＳ
１０４の処理に戻る。一方、肯定された場合は、ステップＳ１０７に進む。
【００４７】
ステップＳ１０７にて第１タイマを用いて経過時間Ｔ１の計時を開始する。
【００４８】
ステップＳ１０８にて、重量変化検出部８は助手席側ドアが開けられた時の重量算出部７
の出力値を読み込む。ここで、この値を重量Ｙとする。
【００４９】
ステップＳ１０９にて、第１タイマ１０による計時時間Ｔ１が１０ｓｅｃ経過したかを判
定する。肯定された場合はステップＳ１０４の処理に戻る。一方、否定された場合はステ
ップＳ１１０に進む。
【００５０】
ステップＳ１１０にて、重量変化検出部８は重量算出部７の出力値を読み込む。ここで、
この値を重量Ｚとする。
【００５１】
ステップＳ１１１にて、重量変化検出部８は重量Ｙに対し、重量Ｚが３０ｋｇ以上軽い値
かを判断する。否定された場合はステップＳ１０９の処理に戻る。一方、肯定された場合
は助手席の乗員が降車した、もしくは物体が降ろされたと判断し、ステップＳ１１２に進
む。
【００５２】
ステップＳ１０９にて、重量Ｚの値と、１つ前のサイクルの重量Ｚ（ ― １ ） の値を比較し
、その差が所定値以内、例えば±０．１％以内かを判断する。否定された場合は、ステッ
プＳ１０９の処理に戻り、肯定された場合は、ステップＳ１１３に進む。
【００５３】
ステップＳ１１３にて、重量Ｚの値を空席時の重量としてＥＥＰＲＯＭ１２内の履歴記憶
部に記憶する。
【００５４】
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ステップＳ１１４にて、履歴記憶部に記憶されている重量値が１０回分記憶されているか
を確認し、否定された場合はステップＳ１０４の処理に戻る。肯定された場合は、ステッ
プＳ１１５にて１０回分の重量値の平均値を求め、その平均値を基準重量ＳとしてＥＥＰ
ＲＯＭ１２内の基準重量記憶部に記憶し、ステップＳ１１６に進む。
【００５５】
ステップＳ１１５にて、履歴記憶部をクリアし、ステップＳ１０４の処理に戻る。
【００５６】
以上説明したとおり、本発明の第１の実施の形態によれば、データ処理部に電源供給が開
始されたことを受け、イグニッションスイッチがオフからオンになったことを認識し、こ
の時の検出重量の値が負かどうかを判断し、負であればその重量値を履歴記憶部に記憶す
る。一方、イグニッションスイッチがオンの状態において、助手席側のドア開後１０ｓｅ
ｃ以内に３０ｋｇ以上の重量減が発生した場合に、重量減後の値を履歴記憶部に記憶する
。このようにして履歴記憶部に記憶された１０回分の空席時の重量の平均値を求め、この
平均値を基準重量Ｓとして記憶している。
【００５７】
このため、例えば軽微な衝突等により車両のボディが歪んでしまったことが原因で基準重
量Ｓの値がずれてしまった場合でも、シート上に乗員または物体が存在しないこと、また
は乗員が降車した、もしくは物体が降ろされたことを適切に判断し、シート上に乗員もし
くは物体が存在していない状態にて基準重量Ｓを記憶することができるため、その後の乗
員検知を確実に行うことができる。また、空席時の重量の記憶、及び基準重量Ｓの演算・
記憶等の処理の為に乗員検知ユニットに特別に電源を供給する必要がないため、簡単な構
成で実施できる。さらに、助手席側ドア開のまま頻繁に乗降が発生する場合でも、その度
に上記処理が行われることが防止でき、様々な状況下で空席時の重量の取得が可能となる
。
【００５８】
（第２の実施の形態）図３は本発明の第２の実施の形態を示す構成図である。
【００５９】
図１に示す第１の実施の形態と同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は省略す
る。
【００６０】
図３に示すとおり、第２の実施の形態は、図１に示す第１の実施の形態に対して、イグニ
ッションスイッチ変化検出部１５が追加されている。
【００６１】
イグニッションスイッチ変化検出部１５は、内部に第２タイマ１６を備え、イグニッショ
ンスイッチ５からのイグニッション信号をモニタし、イグニッションスイッチがオンから
オフに変化した時に第２タイマ１６にて計時を開始し、所定時間、例えば１０ｓｅｃ間、
イグニッション変化信号を、データ処理部１１、及び電源制御部１５に出力する。
【００６２】
データ処理部１１は、電源２からの電源供給が開始されたことを受け、イグニッションス
イッチがオフからオンになったことを認識し、重量検出部７から送られてくる重量Ｗの値
が負かどうかを判断し、負の値である場合は、この重量ＷをＥＥＰＲＯＭ１２内の履歴記
憶部に記憶する。
【００６３】
また、イグニッションスイッチ変化検出部１５からイグニッション変化信号を受信し、そ
の後、ドアスイッチ変化検出部９からのドア開閉信号を受信している間に重量変化検出部
８から重量変化信号を受信した場合、重量算出部７から送られてくる現時点での重量Ｗの
値と１サイクル前の重量Ｗ（ ― １ ） の値とを比較し、その差が所定値以内、例えば±０．
１％以内であれば現時点の重量Ｗの値をＥＥＰＲＯＭ１２内の履歴記憶部に記憶する。そ
して、履歴記憶部に１０個の重量Ｗが記憶された場合には、その平均値を算出し、基準重
量ＳとしてＥＥＰＲＯＭ１２内の基準重量記憶部に記憶する。
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【００６４】
また、電源制御部１５は、イグニッションスイッチ５からのイグニッションスイッチ信号
がオフからオンになった時に各部に電源供給を開始し、一方、イグニッションスイッチ信
号がオンからオフになった場合でも、イグニッションスイッチ変化検出部１５からイグニ
ッション変化信号を受信している間は各部に電源を供給する。
【００６５】
次に、本発明の第２の実施の形態について、図４のフローチャートに従って乗員検知ユニ
ット１における処理内容を説明する。ここでは助手席シートにおける乗員検知システムを
例に挙げる。
【００６６】
本フローチャートは、電源制御部２がイグニッションスイッチ５のオン状態を検出した場
合に開始される。
【００６７】
ステップＳ２０１にて、イグニッションスイッチがオン状態になったときの重量算出部７
の出力値を読み込む。ここで、この値を重量Ｘとする。
【００６８】
ステップＳ２０２にて、重量Ｘが０ｋｇよりも小さいか、つまり負の値かどうかを判断す
る。肯定された場合はステップＳ２０３にて重量Ｘの値を空席時の重量としてＥＥＰＲＯ
Ｍ１２内の履歴記憶部に記憶し、ステップＳ２１６に進む。一方、否定された場合はステ
ップＳ２０４に進む。
【００６９】
ステップＳ２０４にて、ドアスイッチ変化検出部９の第１タイマ１０の値Ｔ１、及びイグ
ニッション変化検出部１５の第２タイマ１６の値Ｔ２をクリアする。
【００７０】
ステップＳ２０５にて、イグニッション変化検出部１６はイグニッションスイッチ３がオ
ン状態からオフ状態に変化したかどうかを判断し、否定された場合は、本ステップを繰り
返す。一方、肯定された場合はステップＳ２０６に進む。
【００７１】
ステップＳ２０６にて、第２タイマ１６を用いて経過時間Ｔ２の計時を開始する。
【００７２】
ステップＳ２０７にて、第２タイマ１６による計時時間Ｔ２が１０ｓｅｃ経過したかを判
定する。肯定された場合は、電源２からの電源供給を遮断し、処理を終了する。一方、否
定された場合はステップＳ２０８に進む。
【００７３】
ステップＳ２０８にて、ドアスイッチ変化検出部９はドアスイッチ４からの信号に基づき
助手席側のドアが閉状態から開状態に変化したかを判断し、否定された場合はステップＳ
２０７の処理に戻る。一方、肯定された場合は、ステップＳ２０９に進む。
【００７４】
ステップＳ２０９にて、第１タイマ１０を用いて経過時間Ｔ１の計時を開始する。
【００７５】
ステップＳ２１０にて、重量変化検出部８は助手席側ドアが開けられた時の重量算出部７
の出力値を読み込む。ここで、この値を重量Ｙとする。
【００７６】
ステップＳ２１１にて、第１タイマ１０による計時時間Ｔ１が１０ｓｅｃ経過したかを判
定する。肯定された場合は電源２からの電源供給を遮断し、処理を終了する。一方、否定
された場合はステップＳ２１２に進む。
【００７７】
ステップＳ２１２にて、重量変化検出部８は重量算出部７の出力値を読み込む。ここで、
この値を重量Ｚとする。
【００７８】
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ステップＳ２１３にて、重量変化検出部８は重量Ｙに対し、重量Ｚが３０ｋｇ以上軽い値
かを判断する。否定された場合はステップＳ２１１の処理に戻る。一方、肯定された場合
は助手席の乗員が降車した、もしくは物体が降ろされたと判断し、ステップＳ２１４に進
む。
【００７９】
ステップＳ２１４にて、重量Ｚの値と、１つ前のサイクルの重量Ｚ（ ― １ ） の値を比較し
、その差が±０．１％以内かを判断する。否定された場合は、ステップＳ２１１の処理に
戻り、肯定された場合は、ステップＳ２１５に進む。
【００８０】
ステップＳ２１５にて、重量Ｚの値を空席時の重量としてＥＥＰＲＯＭ１２内の履歴記憶
部に記憶する。
【００８１】
続いて、ステップＳ２１６にて、履歴記憶部に記憶されている重量値が１０回分記憶され
ているかを確認し、否定された場合は電源２からの電源供給を遮断し、処理を終了する。
肯定された場合は、ステップＳ２１７にて１０回分の重量値の平均値を求め、その平均値
を基準重量ＳとしてＥＥＰＲＯＭ１２内の基準重量記憶部に記憶し、ステップＳ２１８に
進む。
【００８２】
ステップＳ２１８にて、履歴記憶部をクリアする。
【００８３】
ステップＳ２１９にて、イグニッションスイッチ３がオフ状態かを判断する。肯定された
場合は、電源２からの電源供給を遮断し、処理を終了する。一方、否定された場合は、ス
テップＳ２０４の処理に戻る。本ステップは、ステップＳ２０３を経由して本ステップに
きた場合には、まだイグニッションスイッチ３がオフになっていないため、このフローチ
ャートの処理を継続する必要があるためである。
【００８４】
以上説明した通り、本発明の第２の実施の形態によれば、データ処理部に電源供給が開始
されたことを受け、イグニッションスイッチがオフからオンになったことを認識し、この
時の検出重量の値が負かどうかを判断し、負であればその重量値を履歴記憶部に記憶する
。一方、イグニッションスイッチがオンからオフに変化後、１０ｓｅｃ以内に助手席側の
ドアが閉状態から開状態となり、ドア開後１０ｓｅｃ以内に３０ｋｇ以上の重量減が発生
した場合に、重量減後の値を履歴記憶部に記憶する。このようにして履歴記憶部に記憶さ
れた１０回分の空席時の重量の平均値を求め、この平均値を基準重量Ｓとして記憶する。
このため、例えば軽微な衝突等により車両のボディが歪んでしまったことが原因で空席状
態基準値の値がずれてしまった場合でも、イグニッションスイッチオフ→オン時の空席状
態を適切に判断し、また、イグニッションオン→オフ操作を捉えて乗員が降車した、もし
くは物体が降ろされたことを適切に判断し、シート上に乗員もしくは物体が存在していな
い状態にて基準重量Ｓを記憶することができるため、その後の乗員検知を確実に行うこと
ができる。また、空席時の重量の記憶、及び基準重量Ｓの演算・記憶等の処理の為に乗員
検知ユニットに特別に電源を供給する時間を制限することができ、電源の電力消費を抑え
ることができる。さらに、助手席側ドア開のまま頻繁に乗降が発生する場合でも、その度
に上記処理が行われることが防止でき、様々な状況下で空席時の重量の取得が可能となる
。
【００８５】
尚、上述した第１、第２の実施の形態では、助手席シートにおける乗員検知システムを例
に挙げたが、これに限定されるものではなく、運転席、又は後席等にも適用できる。また
、例えば乗員の有無によって空調装置からの風量や温度を制御するものなどにも適用でき
る。さらに、統計処理として平均値演算を例に挙げたが、これに限る物ではなく、空席状
態値の計測誤差を吸収するための統計処理であれば、いずれのものも適用することができ
る。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態における構成図。
【図２】本発明の第１の実施の形態における処理フローチャート。
【図３】本発明の第２の実施の形態における構成図。
【図４】本発明の第２の実施の形態における処理フローチャート。
【図５】歪センサの配置を示す図。
【符号の説明】
１　　乗員検知ユニット
２　　電源
３　　重量センサ
４　　ドアスイッチ
５　　イグニッションスイッチ
６　　エアバッグコントローラ
７　　重量算出部
８　　重量変化検出部
９　　ドアスイッチ変化検出部
１０　第１タイマ
１１　データ処理部
１２　ＥＥＰＲＯＭ
１３　判断部
１４　電源制御部
１５　イグニッションスイッチ変化検出部
１６　第２タイマ
２０　ボディ
２１　シート
２２　シートレール
２３　歪センサ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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